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経営者の退職金制度は 小規模企業共済 小規模企業共済制度は、小
規模企業の個人事業主、共
同経営者または会社等の役
員が個人事業所の廃業、個
人事業主の廃業に伴う共同
経営者の退任、疾病・負傷
による共同経営者の退任、
会社等の役員の疾病・負
傷・老齢による退任をした
場合等、第一線を退いたと
きの生活の安定または事業
の再建等を図る資金をあら
かじめ準備しておくための
共済制度です。国が作った
制度ですから安心・確実・
優遇税制や共済金などで優
れたメリットがあり、「経
営者の強い味方」です。

　加入の資格（個人事業主又は会社役員）　
業　　　　　　　　種 常時使用する従業員数

建設業、製造業、不動産業、農業
サービス業（宿泊業、娯楽業に限る）
協業組合等

20人以下

商業（卸売業、小売業）
サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）等
弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

５人以下

■上記以外に加入ができる方
・��事業に従事する「組合員」の数が20人以下の企業組合の役員の方。
・��個人事業主の「共同経営者」の方。
■加入できない方
・��協同組合、医療法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人等
の直接営利を目的としない法人。

　掛金　
■��掛金月額は、1,000円～70,000円までの範囲内（500円単位）で自由に選択できます。
■��掛金月額の増額・減額は、1,000円から70,000円の範囲内（500円単位）で、増額または減額ができます。
■��掛金は加入された方ご自身の口座からの振替となります。
■��掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。なお、掛金は共済
契約者ご自身の収入の中から納付していただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できません。

　実際に、どれだけおトクなの？　

［例］課税される平均所得金額が400万円、月々３万円の掛金
を15年間納付したＳさんが共済金Aを受取った場合。

節税額合計：109,500円★×15年＝1,642,500円
掛金合計額＝5,400,000円★　共済金A：6,033,000円
受取額−納付額＝633,000円

　掛金の全額所得控除による節税額一覧表　

課税される所得金額 加入前の税額
（所得税＋住民税）

加入後の節税額
掛金月額１万円 掛金月額３万円 掛金月額７万円

200万円 309,600円 20,700円 56,900円 129,400円
400万円 785,300円 36,500円 ★� 109,500円 241,300円
600万円 1,393,700円 36,500円 109,500円 255,600円

※中小機構ホームページ「加入シミュレーション」でご自身の節税額を、ご確認いただけます。

　共済金額一覧表　
掛金月額が10,000円の場合（掛金月額を30,000円とする場合は、下記の表の金額を３倍にしてください）

掛金
納付
年数

掛金
合計額

共済金A（A共済事由） 共済金B（B共済事由）
・個人事業の廃止
・個人事業主の死亡
・会社等の解散　など

・老齢給付（※）
・�会社等役員の疾病・負傷・65歳以上での退任
・会社等役員の死亡　など
※�65歳以上で180か月以上掛金を納付した方に限る。

� 5年 600,000円 � �621,400円 � �614,600円
10年 1,200,000円 1,290,600円 1,260,800円
15年 ★�1,800,000円 2,011,000円 1,940,400円
20年 2,400,000円 2,786,400円 2,658,800円
30年 3,600,000円 4,348,000円 4,211,800円

※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。

安心・確実な法律に基づく国の制度です。
配偶者や子に共済契約の継承ができます。（個人事業者のみ）
契約者貸付制度をご利用いただけます。

おトク

合計2,275,500円
※一括受取の場合は、退職所得扱いとなります。

−加入の手続き・お問い合わせ先−
（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター
　電話　025（201）6113
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退職金づくりは 「中退共」で 中退共制度(中小企業退職金共済制度)は、退
職金制度を持つことが困難な中小企業に、国
の援助で退職金を支払うことができるように
することを目的に法律で定められた社外積み
立て型の退職金制度です。
中小企業退職金共済事業本部ホームページ　
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp

　中退共制度の特色　
　�■国の制度で安心・確実・有利です。
　■掛金の一部を国が助成します。
　■掛金は税法上、全額損金・必要経費となり、非課税になります。
　■従業員に機構・中退共から退職金が支払われます。
　■加入前の過去勤務期間や転職した場合に通算が出来ます。
　加入の条件　
中小企業の事業主が従業員のために加入します

業　　　　者 常用従業員

又は

資本金
出資金

一般業種
（製造業、建設業等） 300人以下 ３億円以下

卸売業 100人以下 １億円以下
サービス業 100人以下 ５千万円以下
小売業 50人以下 ５千万円以下

※�事業主（代表者）と生計を一にする同居の親族の従業員も加入させるこ
とができます。

　掛金月額の選択　
掛金月額は、下記の種類から従業員ごとに選択できます。

5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円

※掛金は全額非課税扱いです。
※短時間労働者の特例掛金月額
　短時間労働者は、上記16種類の掛金月額の他に３種類の特例掛金月額も選択できます。

2,000円 3,000円 4,000円
※��短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ企業に雇用される通常の従業員より短くかつ、労働時間が30時間未満である従業員。

　掛金の一部を国が助成します　
助成対象者 助成区分 助　　成　　額

新しく加入する事業主

助成額 掛金の1/2(上限5,000円)
助成期間 加入後４カ月目から１年間

短時間労働者向け（特例掛金）
2,000円…掛金の1/2と上乗せ300円
3,000円…掛金の1/2と上乗せ400円
4,000円…掛金の1/2と上乗せ500円

掛金を増額する事業主
助成の対象となる掛金 （増額前）18,000円以下
助成額 増額分の1/3
助成期間 増額月から１年間

　基本退職金額表　
基本退職金は掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で
予定運用利回りは1.0％として定められた額です。(法令改正で変更もあります)

納付年数
掛金 ５年 10年 20年 30年

2,000円 121,640円 253,120円 533,320円 842,620円
5,000円 304,100円 632,800円 1,333,300円 2,106,550円
10,000円 608,200円 1,265,600円 2,666,600円 4,213,100円
30,000円 1,824,600円 3,796,800円 7,999,800円 12,639,300円

（注）①運用利回りが予定運用利回りを上回った場合は基本退職金に上積み（付加退職金）されます。
� ②納付２年未満は掛金相当額を下回り、１年未満は退職金が支給されません。

　退職金の受取方法　
　�●【一時払い】全額を退職時に受け取る方法
　●【全額分割払い】全額を年金型の分割払い
　●【一部分割払い】「分割払い」と「一時払い」の組合せ

新規のご加入も掛金の
増額も受付はいつでも

ＯＫ！
手続きは簡単です！

通算制度

−加入の手続き・お問い合わせ先−
（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター
　電話　025（201）6113
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